
毒物及び劇物取締法（抜粋） 
 
(毒物又は劇物の取扱) 
第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失す

ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 
２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含

有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に
飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐ
のに必要な措置を講じなければならない。 

３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の
外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物
が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならな
い。 

４ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。 

 
 (毒物又は劇物の表示) 
第十二条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬

用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白
地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。 

３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示
しなければならない。 

 
(毒物又は劇物の譲渡手続) 
第十四条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与した

ときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。 
一 毒物又は劇物の名称及び数量 
二 販売又は授与の年月日 
三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 

２ 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定める
ところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の
者に販売し、又は授与してはならない。 

  



(廃棄) 
第十五条の二 毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄

の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。 
 
(事故の際の措置) 
第十七条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又

は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染
み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれが
あるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛
生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 

２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、
又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 

 
(業務上取扱者の届出等) 
第二十二条  
５ 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営

業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒
物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。 

 
(罰則) 
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 
二 第十二条(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は

虚偽の表示をした者 
五 第十五条の二の規定に違反した者 

 
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

三 第十七条(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反
した者 

  



毒物及び劇物取締法施行令(抜粋) 
 
(毒物又は劇物を含有する物) 
第三十八条 法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。 

一 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつ
き一ミリグラム以下のものを除く。) 

二 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有
する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十
二・〇までのものを除く。) 

２ 前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。 
 

 (廃棄の方法) 
第四十条 法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定

する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。 
一 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第

十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。 
二 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、

少量ずつ放出し、又は揮発させること。 
三 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ

燃焼させること。 
四 前各号により難い場合には、地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそ

れがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがな
い方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処
理すること。 


